
保健だより

　寒い冬が終わり、暖かい日差しが心地よく、外に出て体を動かすのにぴったりの季節になりました。こんな季節
には、気軽に始められるウォーキングがおすすめです。家族や仲間と一緒にウォーキングに出かけると、いつもと
違った発見があるかもしれません♪
　

【効果的なウォーキングのポイント】

【おすすめのウォーキングコース】
　市内３か所に、ウォーキングコースを設定しています。コース上の道路には、距離が表示されています。
　ぜひ、お散歩に出かけてみてください♪
①せせらぎコース……日高川沿いのふれあい水辺公園と周辺道路の片道２ｋｍのコース（駐車場・トイレあり）
②御坊駅周回コース…御坊駅からスタートし、御坊の街中（歩道）を周回できる１周３ｋｍのコース
③運動公園コース……（１）みーやちゃんコース：１周930ｍの初心者向けコース

　　　　　　　　　　　（２）はまぼうコース：アップダウンが大きい970ｍの上級者向けコース

・伸びをしてから、歩く。足の裏で地面を押し、頭は上に伸ばす。
　⇒見えないヒモで天から吊り上げられているイメージで！
・目線は10ｍくらい先を見る。
・胸を開いて自然な姿勢で歩く。
・ひじは曲げて、腕を振る。
・着地は、かかとから。後ろ足のつま先で地面を蹴るように。
・左右のかかとの間はこぶし１つ分くらいを意識する。

みんなでウォーキングに出かけませんか

健康長寿課　☎0738-23-5851
FAX0738-24-2390

＼あたたかい季節になりました！／

無理せずマイペースに会話が楽しめるくらいの速さで♪

【誰もが気軽に運動に取り組むことができるまち「ごぼう」を目指しています！】
　健康ごぼう21では、運動の推進を目標に取り組んでいます。御坊市で令和６年度に特定健診を受けた人のう
ち、運動習慣のある人の割合は、30.8％でした。運動を習慣化するためにも、まずはできることから始めてみま
しょう。

☆ひとりひとりが意識しよう☆
　□ 生活の中で意識して体を動かす
　□ スポーツイベントやサークル活動などに積極的に参加する
　□ 一緒に運動をする仲間をつくる
　□ ステキ体操GO!GO!GOBOやラジオ体操などの気軽にでき
　    る体操を行う

ステキ体操
GO！GO！GOBO 健康ごぼう21

ウォーキングコースの地図は、健康長寿課で配布しており、
市ホームページからもダウンロードできます。ホームページは、こちらから→

社会福祉課からのお知らせ 社会福祉課　☎0738-23-5508
FAX0738-24-2390

戦没者等の遺族の方へ
「第十二回特別弔慰金」の請求はお済みですか？
♦対　　象　令和７年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援

護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合、次の順番による先順
位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
①令和７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
②戦没者等の子
③戦没者等の⑴父母、⑵孫、⑶祖父母、⑷兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番
が入れ替わります。

④①～③以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

♦支給内容　額面27万5，000円（5年償還の記名国債）
♦請求期限　令和10年３月31日（金）

　手続きに必要なもの等、詳しくは右の二次元コードから市ホームページをご確認ください。

福祉手当制度の手当額が改定されます
　「特別児童扶養手当」、「特別障害者手当」、「障害児福祉手当」の額が、全国消費者物価指数に基
づき下表のとおり改定されます。

福祉手当制度手当額

※各福祉手当の受給対象者は、重度の障害がある方です。
　詳しくは、右の二次元コードから県・市ホームページをご確認ください。

御坊市戦没者追悼式のお知らせ
　先の大戦で犠牲になられた市内の戦没者の方々を心から追悼し、また、その尊い犠牲を無にすることのないよ
う、恒久平和の誓いを新たにするため、御坊市戦没者追悼式を行います。
　どなたでも参列できますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
♦日時　４月25日（土）　13：00～
 　 ※申し込み不要で、参列は平服で結構です。
♦場所　市役所１階 多目的ホール

令和８年４月分から（月額）

58,450円（＋1,650円）

38,890円（＋1,060円）

30,450円（＋　860円）

16,560円（＋　460円）

特別児童扶養手当1級

　　　　〃　　　２級

特別障害者手当

障害児福祉手当 特別児童扶養手当
（県ホームページ）

特別障害者手当
障害児福祉手当

（市ホームページ）

広報ごぼう 令和８年４月号広報ごぼう 令和８年４月号 12


